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一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 

 

１ 計画の区域、期間、一般廃棄物の排出量等 

 (１) 計画区域 

市内全域を計画区域とする。 

 

 (２) 計画期間 

本計画期間は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までとする。 

 

 (３) 計画人口 

    計画人口は、住民基本台帳人口（外国人を含む）とする。 

令和６年２月末現在 23,250人 

 

 (４) 一般廃棄物の排出量 

 

粗 大 ご み

令和4年度見込 令和6年度見込一般廃棄物の種類

し 尿

生活（家庭）系

事 業 系

計

浄 化 槽 汚 泥 等し 尿

生活（家庭）系

事 業 系

計

生活（家庭）系

事 業 系

計

生活（家庭）系

事 業 系

計

そ の 他 の ご み

計

可 燃 ご み

不 燃 ご み

資 源 ご み

439ｔ

5,140ｔ

1,687ｔ

6,827ｔ

428ｔ

5,272ｔ

1,730ｔ

7,002ｔ

23,945ｋｌ

29ｔ

468ｔ

534ｔ

5ｔ

539ｔ

5ｔ

297ｔ

58ｔ

355ｔ

8,493ｋｌ

15,452ｋｌ

23,347ｋｌ

28ｔ

456ｔ

521ｔ

5ｔ

526ｔ

5ｔ

290ｔ

57ｔ

347ｔ

8,281ｋｌ

15,066ｋｌ

 
 ※１ 令和６年度の見込みは、令和４年度の実績に対し、令和６年２月末現在の住民基本台帳人口等 

を基に推計した。 

 ※２ ごみについては、収集ごみ・直接搬入ごみ及び許可業者による搬入ごみの合計とした。 

 ※３ その他のごみは、宮人一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設、大口リサイクルプラザ一般廃棄物 

最終処分場浸出水処理施設から発生する汚泥である。 
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２ 一般廃棄物の処理主体及び処理方法 

一般廃棄物については、生活系、事業系ともに伊佐湧水環境管理組合で処理を行う。 

伊佐湧水環境管理組合業務のうち、ごみ処理に関する部分は、令和５年度から令和

14年度まで、クボタ環境サービス株式会社に長期包括運営事業として委託する。 

また、し尿・浄化槽汚泥については、伊佐市衛生センターで処理を行う。 

伊佐市衛生センター業務のうち、運転保守管理業務についてもクボタ環境サービス

株式会社に業務委託する。 

 

 (１) 家庭から排出される一般廃棄物（生活系） 

一般廃棄物

の種類 

収集・運搬 

主体 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

可燃ごみ 
市（委託） 

排出者 
組合（委託） 

焼却 

・飛灰→資源化 

・主灰→資源化 

  

不燃ごみ 
市（委託） 

排出者 
組合（委託） 

破砕、選別 

・金属類→資源化 

・残渣→焼却又は埋立 

市（直営） 
埋立（中間

処理残渣） 

粗大ごみ 
許可業者 

排出者 
組合（委託） 

破砕、選別 

・金属類→資源化 

・残渣→焼却又は埋立 

市（直営） 
埋立（中間

処理残渣） 

資源ごみ 
市（委託） 

排出者 
組合（委託） 資源化   

有害ごみ 
市（委託） 

排出者 
 資源化   

し  尿 

浄化槽汚泥 
許可業者 市（直営） 

水処理／浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素

処理方式＋高度処理（資源化／助燃剤化） 
放流 

注：「組合」とは伊佐湧水環境管理組合のことをいう。 
有害ごみは、伊佐湧水環境管理組合に一時保管後、伊佐湧水環境管理組合が委託する業者施設 
での処理となる。 
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 (２) 事業活動に伴って排出される一般廃棄物（事業系） 

一般廃棄物

の種類 

収集・運搬 

主体 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

可燃ごみ 
排出事業者 

許可業者 

組合 

（委託） 

焼却 

・飛灰→資源化 

・主灰→資源化 

  

不燃・粗大ごみ 
排出事業者 

許可業者 

組合 

（委託） 

破砕、選別 

・金属類→資源化 

・残渣→焼却又は埋立 

市（直営） 
埋立（中間

処理残渣） 

資源ごみ 
排出事業者 

許可業者 

組合 

（委託） 

 

資源化 

 

  

注：「組合」とは伊佐湧水環境管理組合のことをいう。 

  

事業活動に伴って排出される一般廃棄物は、排出者自らの責任で適正に処理すること

が原則である（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条）。 

 排出事業者はごみの減量化に努め、また分別を徹底し、積極的に再資源化の推進に取

組むことが求められる。 

 自ら処理できない場合には、市が許可した一般廃棄物処理業者（収集・運搬）に排出

者自らが委託し、伊佐湧水環境管理組合へ搬入するものとする。 
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３ 一般廃棄物の処理実施計画 

(１) ごみ処理実施計画 

ア 排出抑制・再資源化計画 

    ① 排出抑制の方法 

     ・マイバッグ運動を推進する。 

     ・食品ロス削減の取り組みとして、「残さず食べよう伊佐市3010運動」を推 

進する。 

     ・市内全域において、ごみを適正に排出し、ごみの減量・再資源化を推進す

るよう市広報紙やホームページ等で啓発活動を実施する。 

 

    ②再資源化の方法及び量 

     施設等における資源ごみの再資源化量 

施  設  名 令和４年度実績 令和６年度見込 

大口ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 335ｔ 327ｔ 

古紙回収業者 192ｔ 187ｔ 

未  来  館 1,075ｔ 1,048ｔ 

計 1,602ｔ 1,562ｔ 

 

     資源物の種類と量 

資 源 物 の 種 類 令和４年度実績 令和６年度見込 

金属類（破砕鉄 ｱﾙﾐ・ｽﾁｰﾙ缶） 289ｔ 282ｔ 

ガラス類（ビン類） 37ｔ 36ｔ 

ペットボトル 71ｔ 69ｔ 

容器包装プラスチック 87ｔ 85ｔ 

紙類（新聞 雑誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 紙ﾊﾟｯｸ） 221ｔ 215ｔ 

電池・電球 14ｔ 14ｔ 

飛灰・主灰 883ｔ 861ｔ 

計 1,602ｔ 1,562ｔ 
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イ 収集・運搬計画 

     収集・運搬する廃棄物の量 

ご み の 種 類 令和４年度実績 令和６年度見込 

可 燃 ご み（家庭系） 3,722ｔ 3,629ｔ 

不 燃 ご み（家庭系） 202ｔ 197ｔ 

資 源 ご み（家庭系） 531ｔ 518ｔ 

粗 大 ご み（家庭系） 0ｔ 0ｔ 

計 4,455ｔ 4,344ｔ 

     収集・運搬計画 

     ・令和６年度 ごみ収集日程表「大口地区用」・・・・・・・・・・・別紙 

     ・令和６年度 ごみ収集日程表「山野・羽月・西太良地区用」・・・・別紙 

     ・令和６年度 ごみ収集日程表「菱刈地区用」・・・・・・・・・・・別紙 

 

ウ 中間処理計画 

ごみ処理施設の概要（民間施設を除く。） 

伊佐湧水環境管理組合【資源物回収施設】 

名 称 リサイクルプラント 

所 在 地 伊佐市菱刈南浦 880 番地 56 

処 理 能 力 19ｔ／５ｈ 

処 理 対 象 不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ（ペットボトル、缶類、びん類、

古紙、その他プラスチック類） 

竣 工 平成 15 年３月 

 

伊佐湧水環境管理組合【焼却施設】 

名 称 焼却プラント 

所 在 地 伊佐市菱刈南浦880番地56 

型 式 ストーカ炉（全連続式焼却炉） 

処 理 能 力 80ｔ／日（40ｔ／24ｈ×２炉） 

処 理 対 象 可燃ごみ、汚泥等 

竣工（改修） 平成15年３月（平成26年度） 
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エ 最終処分計画 

    大口リサイクルプラザ（管理型最終処分場） 

名 称 一般廃棄物最終処分場 

所 在 地 伊佐市大口宮人1190番地3 

埋 立 面 積 約 5,000㎡ 

埋 立 容 量 約28,000㎥ 

埋 立 工 法 セル方式 

埋立対象物 焼却残さ、破砕不燃物 

竣 工 平成12年３月 

     大口リサイクルプラザ一般廃棄物最終処分場の残余容量が令和５年11月時点 

で14,113㎥、埋立率が50.00％であり、令和５年11月以降、約12年６ケ月の埋立 

てが可能な状態にある。 

     平成12年４月に埋立てを開始し、平成26年度末までの埋立てを計画したが、 

埋立ごみ量が減少したこと等から、平成26年度末に鹿児島県へ一般廃棄物処理 

施設軽微変更等届出書を提出し、５年間の使用期間延長を行った。 

また、令和元度末において埋立率が48.06％であり約10年間使用可能なこと 

が確認できたことから、令和２年度から令和６年度末までの５年間の使用期間 

延長を行った。 
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（２） し尿・浄化槽汚泥処理実施計画 

ア 収集運搬計画 

区   域 収 集 運 搬 許 可 業 者 

伊佐市全域 有限会社 大口・伊佐清掃社 

 

イ 中間処理計画 

    ① 処理施設の概要 

名    称 伊佐市衛生センター 

所 在 地 伊佐市大口曽木4340番地 

計画処理能力 78Kℓ/日（し尿：27Kℓ/日、浄化槽汚泥：51Kℓ/日） 

着    工 平成27年６月 

竣    工 平成30年３月 

敷 地 面 積 13,182.27㎡ 

建 築 面 積 1,913.63㎡ 

処 理 方 式 
水処理／浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方

式＋高度処理（資源化／助燃剤化） 

希釈水の種類 地下水 

 

    ② 搬入される廃棄物の種類別内訳量 

種類及び廃棄物の量 令和４年度実績 令和６年度見込 

し    尿 8,493kl 8,281kl 

浄化槽汚泥等 15,452kl 15,066kl 

計 23,945kl 23,347kl 

 

    ③ 残さの量及び処理内訳 

 令和４年度実績 令和６年度見込 処理方法 

助燃剤 503ｔ 490ｔ ごみ焼却施設 
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